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1. 建築等のデザインに関する事項として、とくに、２つのチャペル棟のデザイン

及び配置は、テーマパークを思わせる奇抜で猥雑な雰囲気をもたらすものであ

り、風格ある形態意匠、歴史的資源と調和する形態意匠とはほど遠い。新港地

区全体のまとまりのある景観、歴史やみなとらしさを破壊するものである。 

 

2. 地区計画で定められた建築物の最高高さ（31ｍ）を超えるチャペルドーム頭頂

部等については、景観上好ましいスカイラインを形成しているとは、まったく

評価できない。景観形成上適切でない限り、最高高さを超えることは許されな

いはずである。 

 

3. 都市景観協議地区の方針としての歴史やみなとらしさを活かしたシークエンス 

景観を壊すものである限り、当該計画での建設は、極力避けるべきである。 

  少なくともチャペルの計画は、ガイドラインに従った大幅なデザインの変更が 

なされない限り、認めるべきでない。 
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